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第1章 特定健康診査業務 

1.1 業務全体概要 

特定健診の対象者は、健診の受診、未受診、また年度途中の資格取得・喪失等に当って図

表 1-1のような流れに沿った管理が必要となる。 
 

図表 1-1：特定健康診査業務と対象者の状態変遷 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
なお、図表 1-1の流れに対応するシステムの機能は図表 1-2のとおり。 
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図表 1-2：特定健康診査業務に対応したシステムの機能 

 

業務処理 システム処理 

状態 業務名称 システム業務名称 機能名称 処理方法 

年度初加入者     被保険者マスタ登録 ― ― 

特定健診対象者抽出 バッチ 

① 年度初対象者確定 健診対象者抽出 
特定健診対象者総括表作

成 
バッチ 

特定健診除外対象者登録 オンライン 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ ② 
対象者除外・ 

資格喪失 

被保険者マスタ更新 ― ― 

受診券利用券抑止処理 オンライン 

受診券内容登録 オンライン 

特定健診 

対象者 

③ 受診券作成 
受診券情報・発行 

条件登録 

受診券発行条件登録 オンライン 

年度内加入者 ④ 転入等 被保険者マスタ更新 ― ― 

受診券作成 バッチ 

受診券発行 オンライン 

受診券発行者リスト作成 バッチ 

受診券発行者総括表作成 バッチ 

受診券発行データ登録 バッチ 

⑤ 受診券発行 受診券発行 

質問票作成 
フォーマット

ダウンロード 

発送停止 受診券状況登録 オンライン 

特定健診除外対象者登録 オンライン 

特定健診 

対象者 

⑥ 
受診券発送停止・ 

対象者除外 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ 

⑦ 受診意思確認 健診勧奨状況登録 受診券状況登録 オンライン 

受診券再発行 オンライン 

⑧ 受診券再発行 受診券再発行 

受診券再発行者リスト作成 バッチ 

特定健診 

未受診者 

（受診券失効・ 

紛失） 

⑨ 未受診意思確認 健診勧奨状況登録 受診券状況登録 オンライン 
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業務処理 システム処理 

状態 業務名称 システム業務名称 機能名称 処理方法 

未受診者リスト抽出条件登

録 
オンライン 

未受診者リスト 

未受診者リスト作成 バッチ ⑩ 健診受診勧奨 

健診勧奨状況登録 受診券状況登録 オンライン 

特定健診除外対象者登録 オンライン 
除外者登録 

特定健診除外対象者登録 バッチ 

特定健診 

未受診者 

⑪ 
対象者除外・ 

資格喪失 

被保険者マスタ更新 ― ― 

特定健診結果登録修正 オンライン 

特定健診結果データ登録

（CSV） 
バッチ 

他の健診等受

診・直営実施 
⑫ 

他の健診等結果 

受領 
健診結果登録 

特定健診結果データ登録

（XML） 
バッチ 

特定健診受診者抽出条件

登録 
オンライン 

特定健診受診者リスト表示 オンライン 

特定健診受診者ＣＳＶダウン

ロード 
オンライン 

特定健診結果等抽出条件

設定 
オンライン 

受診勧奨者・詳細健診実施

者判定処理 
バッチ 

特定健診等情報作成 バッチ 

特定健診 

受診者 
⑬ 健診結果受領 結果台帳登録 

特定健康診査受診結果通

知表作成 
バッチ 

      健診結果照会 被保険者記録照会 オンライン 

↓↓↓ 保健指導業務へ ↓↓↓ 

 
※バッチ処理にて作成される帳票は、帳票ユーティリティ（RDE）を起動して印刷を行う。 
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1.2 業務処理概要 

1.2.1 対象者の管理 

年度当初に当該保険者に加入する 40～751歳の被保険者は、特定健診・保健指導の実施に当

り、国への報告における基本的な特定健診等対象者となる。ところが、実際の特定健診・保

健指導の受診券・利用券の発行や受診・利用管理に当っては、住所の変更や就職・退職等に

よる年度途中の資格異動、国が定める要件に該当する保険者による特定健診等の対象者から

の除外、年度途中に資格取得した人に対する保険者裁量による健診の実施等に関して、年度

中のさまざまな対象者の異動等の管理も必要となる。 
そこで本節では、図表 1-3に示す、年度途中の異動者も含めた特定健診等の対象者の範囲

とその取扱いについて概説する。 
 

図表 1-3：特定健診等の対象者の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 省令改正により平成 21年度より年度中 75歳到達者は特定健康診査の対象者に含まれる。 

年度当初の特定健診・保健指導対象者

年度途中での特定健診・保健指導対象者の考え方

特定健診・保健指導対象者

特定健診・保健指導対象者

（＝40～751歳の被保険者）

除外対象者 資格喪失者
資格喪失者

資格取得者

除外対象者
除外

解除
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(1) 除外対象者の扱い 

(A) 除外対象者の把握 

国が定める要件に該当する特定健診・保健指導対象者のうち、下記のものは除外対象者と

して定義されている。 
 

一 妊産婦 

二 刑事施設、労役上その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 
三 国内に住所を有しない者 
四 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者 
五 病院又は診療所に 6月以上継続して入院している者 
六 高齢者の医療の確保に関する法律第 55条第 1項第 2号から第 5号までに規定する 
  施設に入所又は入居している者 

参考資料：平成 20年 1月 17日厚生労働省告示第三号 

 

本システム上では、「除外事由コード」として、図表 1-4の選択肢が用意されている。 
 

図表 1-4：除外事由コード 

事由 具体的内容 

妊産婦 妊産婦 

拘禁 刑務所に入所中の者 

6ヶ月以上入院 6ヶ月以上医療機関に入院している者 

施設入所 特別養護老人ホーム、老人保健施設、障害者支援施設等の施設入所者 

その他※ その他 

※その他は実施が必須でない後期高齢者について、対象外とする場合に使用し、国保被保険者には使用しない。 

 

(B) 除外対象者の登録 

特定健診の受診券発行、さらには最終的な実績報告の数字の確定のために、特定健診にお

いては、把握した除外対象者を、本システムに登録する必要がある。 
なお、除外対象者の登録は、不必要な受診券・利用券発行等を抑止するため把握した都度

行う必要があるが、国への法定報告については、年度末の一括登録でも対応可能である。 
除外対象者が少数の場合は、保険者によるオンライン処理「特定健診除外対象者登録」に

より登録画面を通じて、除外設定を行う。除外対象者が多数に上る場合は、CSVファイルを
活用し、国保連合会によるファイルアップロード機能を用いた一括登録の「特定健診除外対

象者登録」を行うこととなる。 
除外対象者の登録結果は「特定健診等結果抽出条件登録」で「除外者情報」を抽出するこ

とにより、CSVデータとして出力し確認することができる。 
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(C) 除外対象者の解除処理 

本システムにより除外対象者として登録された被保険者は、一度登録されると、保険者に

よるオンライン処理「特定健診除外対象者登録」により、解除事由を入力し、特定健診対象

者として除外を解除しない限り、年度を越えても除外対象者のままとなる。 
除外対象者としての事由に該当しなくなった者については、図表 1-5の解除事由コードを

登録することにより、翌年度から通常の対象者として取扱われる。 
 

図表 1-5：解除事由コード 

事由 具体的内容 
除外条件消滅 除外条件に該当しなくなった者 

誤登録 誤って登録されてしまった者 

その他 上記以外の理由による者 

 
誤登録を事由とする解除処理の場合は、年度末実績報告の対象となる。それ以外は、年度

途中に除外対象者の解除処理を行っても、当該年度中は除外対象者として扱われる。そのた

め、解除後の除外対象者でも、当該年度中は国への報告対象とならないだけではなく、本シ

ステムを活用した受診券の発行は対象外であるということに留意しなければならない。 
なお、除外を解除せず年度を越えてしまった場合も同様の扱いとなるため、除外を解除す

る場合は除外年月を前年度に設定する必要がある。 
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(2) 資格取得者・喪失者への対応 

(A) 年度途中での資格取得者・喪失者の扱いに関する基本的な考え方 

特定健診等においては、年度を通じて被保険者である人が対象であり、年度途中に資格を

取得または喪失した人については対象外となり、必ずしも特定健診を実施する義務はない。 
しかしながら、このような年度途中での資格取得者・喪失者については、いつの時点で資

格の取得・喪失が発生したかによって対応が異なる。 
 

図表 1-6：年度途中の資格取得者・喪失者のパターン 

 取得・喪失時期 取扱い 
受診券発行前 

健診実施期間中 

保険者の裁量により特定健診を実施することができ

る。 
資格取得者 

健診実施期間終了後 当該保険者で健診受診機会がないため、実施が不能と

なる。 

受診券発行前 受診券発行対象外となる。 

資格喪失者 健診実施後 国への法定報告では対象外となるが、補助の対象とな

る。 

 

 

(B) 年度途中の資格取得者に健診等を受診させる場合の留意点 

図表 1-6に示すように、年度途中に当該保険者での資格を取得した人については、国への
法定報告の対象にはならず、その実施費用も国及び都道府県の費用負担の対象とはならな

い。しかし保険者の裁量で健診・保健指導を実施することが可能である。 
このような年度途中での資格取得者・喪失者については、保険者において、その異動情報

を把握後、翌月の被保険者マスタを更新する必要がある。その後、再度「特定健診対象者抽

出」を行い、特定健診対象者テーブルにその情報を反映させることで、受診券等の発行を行

うことができる。 
 

(C) 年度途中における資格取得者・喪失者の登録方法 

年度途中の資格取得者・喪失者のうち、資格取得者は、被保険者マスタの更新の後、「特定

健診対象者抽出」、「受診券作成」の各バッチ処理を経るか、「受診券発行」を行うことではじ

めて、健診対象者として登録・反映される。また、資格喪失者についても、被保険者マスタ

の更新により、特定健診の対象外であるという情報が反映されることになる1。 
なお、年度途中の資格取得者について受診券の発行等、本システムを活用した処理を行う

場合に、資格取得者の情報が被保険者マスタに反映されていれば、「特定健診対象者抽出」を

行うことで、特定健診対象者テーブルにもその条件が反映され、受診券を発行することがで

きる。 

                                                   
1 資格喪失の登録は月次更新であるため、被保険者証・受診券の回収時期との関係で資格喪失後に受診してしまう
可能性がある。 
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資格喪失者については、市町村の国民健康保険担当窓口において、被保険者証の回収時に

特定健診の受診券もあわせて回収することが求められる（すでに特定保健指導の利用券が発

行されているときは、当該利用券も回収する）。 
 

(D) 年度途中における資格取得者への受診券発行処理 

年度途中の資格取得者に対して健診を受診させる場合は、まずは被保険者マスタが更新さ

れていることが前提となる。そして、「特定健診対象者抽出」処理後オンライン処理である「受

診券発行」により、交付年月日、有効期限を入力し、発行する。 
ただし、対象者が大量である場合は、以下のバッチ処理による発行を行うことも可能であ

る。保険者における受診券の標準的な発行スケジュールにおいて、当該受診券発行対象者の

発行時期が過ぎているかどうかによって図表 1-7に示すとおり取扱いが異なる。 
 

図表 1-7：受診券発行処理における取扱い 

受診券発行時期に達していない場合 受診券発行時期が過ぎている場合 
被保険者マスタの更新、「特定健診対象者抽出」の各バ

ッチ処理により、健診対象者として登録・反映後、通常

の「受診券発行」等によって受診券を発行する。 

被保険者マスタの更新、「特定健診対象者抽出」の

各バッチ処理により、健診対象者として登録・反映

後、「受診券発行条件登録」において、新たに条件

登録を行い、発行処理を行う。 

 
大量の年度途中の資格取得者に対する受診券の発行処理は、国保連合会の被保険者マスタ

の更新、「特定健診対象者抽出」のバッチ処理のタイミングによって、実施時期が制約される

ことに留意しなければならない。 
なお、年度途中の資格取得者に対して受診券の発行処理を行うと、当該月の受診券発行者

リスト等の「4 月 1 日現在未加入者」欄に“＊”が付く。これにより、年度途中に資格を取
得したことによる受診券発行対象者であることを把握することができる。 
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(E) 他の保険者で健診を実施した人への対応 

年度途中の資格取得者が、当該年度中に他の保険者で特定健診（もしくはそれに準ずる健

診）を受けている場合であっても、その実績は当該保険者における特定健診の実績として計

上されることはない。 
しかし、翌年度以降の特定健診や特定保健指導に反映するために、資格取得者が自ら健診

結果を提出した場合、被保険者マスタの更新、「特定健診対象者抽出」の各バッチ処理による

健診対象者として登録・反映後に限り、当該年度の健診結果について本システムにて登録し、

翌年度以降健診結果を参照することができる。 
資格取得者から提出された健診結果のシステムへの登録は、オンライン画面からの登録と

バッチ処理による登録を行うことが可能である。バッチ処理の場合、特定健診等データ簡易

入力シートに健診結果を入力し、健診結果データ（CSV、XML）を作成後、本システムにフ
ァイルをアップロードする。 

 

(F) 健診実施者で他の保険者へ異動した人（資格喪失者）への対応 

各保険者には、特定健診の結果等を最低 5 年間または資格喪失後の翌年度まで保管するこ
とが義務付けられている。特定健診を実施した後に他の保険者に異動した加入者について

は、元加入者本人が希望する場合、「被保険者記録照会」より該当者の健診結果照会を行い、

印刷機能を用いて画面内容を出力することで、元加入者を通じて他の保険者に提供してもら

うことができる。 
 

(G) 資格喪失後再取得した人への対応 

一度、年度中に資格喪失した場合は、その年度中に資格を再取得しても制度上は特定健康

診査・特定保健指導の対象とはならない。 
被保険者番号が喪失前と同じ場合は、システム上同一人物として扱われ、喪失前に発行し

た受診券・利用券等は有効である。また未発行であった場合、システムによる受診券・利用

券等の発行を行うことは可能である。しかし年間を通じた被保険者ではないため、保険者の

裁量による実施対象者として扱われる。 
被保険者番号が変更となっている場合は、システム上同一人物として取扱うことはできな

い。 
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1.2.2 特定健診の受診券の発行 

特定健診の実施に当っては、被保険者の受診状況を管理するために、多くの保険者におい

て、受診券の発行が行われる。本節では、年度当初に被保険者である人たちを対象とした受

診券の発行に関わる業務について概説する。 
 

(1) 受診券発行に当っての基本的な考え方 

(A) 受診券発行の目的 

特定健診の受診券を発行する目的は図表 1-8のとおりである。 
 

図表 1-8：受診券発行の目的 

 備考 

健診対象者に対する意識付け 
受診券が手元に届くことにより、健診対象者であることを周知する

ことができる。 

健診費用・利用者負担金額の確認 
健診の自己負担額について、対象者、健診実施機関に周知すること

ができる。 

健診機関における受診者資格の確認 
受診券を有していることで、発行保険者の被保険者であることを確

認することができる。 

重複受診の防止 
受診券は原則 1 人 1枚発行されるため、健診実施機関で受診券の提
示を義務付けることにより、重複受診を避けることができる。 

他の健診を受けた人への意識付け 

除外対象者の自発的登録促進 

受診券に他の健診を受けた人の取扱いや除外対象者の人の要件を明

記することにより、他の健診の結果登録や、他の健診と重複しての

受診抑止、除外対象者の自発的な申出による把握等につなげること

ができる。 
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(B) 年度当初から受診券発行に至るまでの流れ 

特定健診の受診券発行に至る基本的な流れは、図表 1-9のとおりである。 
 

図表 1-9：受診券発行の流れ 

 
 
 

は本節で説明する内容 はシステムを活用して実施する業務

は他節で説明する内容

年度初めの特定
健診等対象者の

確定

除外対象者の
登録

受診券発行条件
の登録

受診券・質問票の
作成

受診券・質問票の
発送

資格取得者・資格
喪失者の登録

除外対象者の把握
資格取得者・資格
喪失者の把握

受診券記載内容
の登録
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(2) 受診券発行に係る前提条件 

(A) 特定健診対象者の登録 

厚生労働省保険局による「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」は、

特定健診・保健指導の対象者を下記のように定義している。 
 

加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に 40～74 歳となる1 者（平成 21 年 4 月か 

らは実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も含む）で、かつ当該実施年度の一年間を 
通じて加入している者（年度途中での加入・脱退等異動のない2 者）。 
なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者（刑務所入所中、海外在住、長期入院 
等告示（平成 20 年厚生労働省告示第 3 号3）で規定）は、上記対象者から除く4（年度 
途中での妊娠・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者から除外）。 

参考資料：特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き 

 
特定健診・保健指導は、当該年度 4月 1日時点で当該保険者に加入し、その年度中に 40歳

から 755歳になる人が対象となる。 
本システムを活用する場合、これらの人たちについては、国保連合会がバッチ処理「特定

健診対象者抽出」を行ったタイミングにて、特定健診対象者として国保連合会のデータベー

ス（「特定健診対象者テーブル」）上で登録される（この時点では、年齢や国保資格以外の要

件で特定健診等の対象外となる除外対象者は除かれていない）。 
一方、若年層に対して健康づくりの意識を根付かせるため、若年層での早期発見に努める

ために、保険者の裁量において、健診の対象とする年齢階層については引き下げることも可

能ではあるが、その健診は特定健診ではなく、保険者が独自に実施する健診となる。これら

の層に対して、保険者が独自で特定健診等に類似した業務を実施する場合については、本シ

ステムの対象としていない。 
また、75歳以上の対象者については、後期高齢者として扱われ、特定健診等の対象者と同

様の処理を行うことにより、本システムを活用した健診の受診券発行等の処理を行うことが

できる。 
 

                                                   
1 40～74 歳とあるが、いつの時点から 40 歳とみなすのかについては、次のように考える。例えば 4 月 1 日生ま
れの人が歳を一つ重ねるのは、年齢計算に関する法律の規定に従えば 3 月 31 日の 24 時となるが、高齢者の医
療の確保に関する法律では年齢計算に関する法律の規定に従わないことと整理しており、誕生日当日（4 月 1 日
0 時以降）となる。 

2 「年度の一年間を通じて加入」「異動のない」とは、年度が終了して実績報告を行う際に初めて結果論として異
動したか否かがが判断できることであることから、事前に（年度当初から）対象者から除外できる者ではない。 

3 厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03i-1.pdf)に原文を掲載。 
4 形式的には実施対象となるものの、医療保険者の通常の努力の範囲内では実施を義務付けることが困難である等
の理由から除外されている者であるが、年度当初時点で実施年度を通じてそのような者であると決定できる場
合は限られ、通常は、年度当初に受診案内を配布したものの、年度末近くなっても受診された様子がないため
に確認をしてみると除外対象の条件に合致していたという結果的に除外されるという場合が主となると考えら
れる。 

5 省令改正により平成 21年度より年度中 75歳到達者は特定健康診査の対象者に含まれる。 
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(B) 特定健診対象者数の把握 

国保連合会では、バッチ処理「特定健診対象者抽出」を行った後、バッチ処理「特定健診

対象者総括表作成」によって、40～44 歳、45～49 歳、50～54 歳といった年齢別、男女別等
の特定健診対象者総数を一覧にした特定健診対象者総括表を、PDFファイル及び CSVファイ
ル形式で出力することができる。 
この帳票は、「特定健診対象者テーブル」をもとに作成されるため、当該年度の 4月 1日時

点での内容であり、その後の除外、異動等の登録内容は反映していない点に留意が必要であ

るが、保険者においては、当該年度の特定健診対象者の男女比率、年齢分布等の概略を知る

ことができる。 
 

(C) 年度中 75歳到達者の受診券発行 

受診券は 75歳到達まで発行が可能である。しかし、当該年度の 75歳到達者については受
診券の有効期限を誕生日前とする必要がある。標準システムでは、75歳到達者の受診券を 75
歳の誕生日前日に自動的に設定することができる。受診券・利用券内容登録等で設定した有

効期限が誕生日前日以前の場合、有効期限の自動補正は行わず、設定された有効期限で作成

する。 
なお、健診実施期間と誕生日の関係から受診券発行後十分な期間が確保できない場合は、

後期高齢者での健診を受診できるように調整する等の配慮が必要となる。 
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図表 1-10：特定健診対象者総括表 
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(D) 特定保健指導未完了者に対する特定健診受診券発行の取扱い 

前年度の特定保健指導を受け続けている人に対して受診券を発行することは、特定保健指

導 6 ヶ月後の評価の前に特定健診を受けてしまい、前年度の階層化とは異なる結果となる場
合が考えられるため、本来の特定健康診査の目的からすれば適当ではない。 
しかし、特定健康診査の実施時期を年度前半に設定している保険者においては、特定保健

指導完了後に特定健康診査を実施するとした場合、年度末から特定保健指導を開始した利用

者の特定健康診査の受診機会を確保できない可能性がある。こうした点を勘案して、本シス

テムでは前年度の特定保健指導を継続中においても、受診券の発行を可能としている1。 
 
 

(3) 受診券作成 

(A) 受診券作成のための前提処理 

受診券発行の前提として図表 1-11に示すマスタの登録が必要である（マスタ登録方法の詳
細については第 4章に記述）。 

 
図表 1-11：受診券作成・発行時に必要なマスタの名称と留意事項 

マスタ等名称 留意事項等 
保険者マスタ 受診券を作成、発行する保険者情報は登録されていること 

保険者名称、住所等を表示するために必要 
被保険者マスタ 発行対象者の情報を抽出する 

氏名、住所、性別等を表示するために必要 
健診等契約マスタ 受診券を作成、発行する保険者情報が登録されていること 

契約種別を表示するために必要 
健診等機関マスタ（基本） 受診券を作成、発行するためには健診等契約マスタが必要であるが、健診等契約

マスタの登録には、健診等機関マスタ（基本）が必要 
保険者属性テーブル 被保険者の存在有無により、受診券発行の可否を判断するため必要 
地区統計用名称（共同）テー

ブル 
地区別に発行する場合に必要 

 

                                                   
1 平成 20年度においては、特定保健指導を継続している場合、受診券発行を抑止することとしていたが、システ
ム仕様変更により平成 21年度の実際の運用においては受診券発行抑止を行わないこととなった。 
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(B) 受診券に記載する内容の登録 

ア）受診券作成の前提 

受診券の作成に当っては、どの書式を用いるか、また誰が印刷を行うかによって方法が異

なる。受診券の印刷については、国保連合会に委託することが可能な他、保険者が業務用ク

ライアントを使い、PDF ファイルのダウンロードを行い、保険者において直接印刷すること
も可能である。また、保険者がオリジナルの受診券を作成したい場合は、被保険者番号、被

保険者名、受診券整理番号等が記載された CSVファイルをダウンロードし、独自のフォーマ
ットへの印刷に加工することができる。 
なお、PDF ファイルのダウンロードの際、印刷枚数が大量となると、ネットワーク負荷が
大きくなり、他の保険者業務へ影響する可能性があることに留意する必要がある。 
 

図表 1-12：受診券タイプと受診券印刷機関の整理 

受診券タイプ データ抽出 印刷 連合会から保険者への納品物 
システム汎用タイプ 
（はがき大） 

国保連合会 
国保連合会 
保険者 

受診券 
PDFデータ（オンライン、電子媒体） 

システム汎用タイプ 
（A4サイズ） 

国保連合会 
国保連合会 
保険者 

受診券 
PDFデータ（オンライン、電子媒体） 

保険者オリジナルタイプ 国保連合会 保険者 
PDFデータ 
CSVファイル（独自の印刷） 

 

イ）受診券の様式 

本システムを用いて作成する受診券は図表 1-13～図表 1-16に示すとおりであり、用紙の
大きさは、はがき大もしくは A4サイズが選択可能である（A4サイズの場合は三つ折にして、
長 3横の窓付き封筒に入れて送ることも可能）。 
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図表 1-13：受診券はがきタイプ（裏面）1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 集合契約ははがき大を適用する（主に国保組合） 

オンライン処理「受診券内容登録」にて登録した

「備考欄（40文字＋40文字）」が 20文字折り返し

で反映される 
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図表 1-14：受診券はがきタイプ（表面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊医師会：地域医師会の 1対 N契約がある場合（「医師会番号」が契約マスタに存在している場合） 
＊集合 B：国保組合が国保ベースの集合契約に参加している場合に表示。全 47都道府県の契約に参加している 
     場合は「集合 B」のみ。一部の都道府県の契約に参加している場合は「集合 B（参加都道府県名は注意 
     事項欄参照）」と表示し裏面にその内容を表示する。 
＊個別契約：個別契約（1：1または医師会以外の 1：N）を行っている場合（集合契約に参加しつつ、個別契約も 
      存在する場合に表示） 

「詳細項目」、「生活機能検査」、「追加

健診」、「人間ドック」を選択した場合

実施項目は「△」で表示 

「詳細項目」、「生活機能検査」、「追加

健診」、「人間ドック」を選択した場合

実施項目は「△」で表示 

「医師会」、「集合 B 」、「個別契約」と表示＊ 

該当する契約形態全てが表示される 

都道府県国保連合会名が表示される 




